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１　旭川市民文化会館の在り方検討会とは？

• 文化会館の機能を将来にわたって維持していくために，
社会教育部（旭川市民文化会館）が，望ましい文化会館の
整備の在り方を整理する上で，参考意見を収集するための
「懇談会」です。

• 本検討会でいただいた御意見を参考に，
「旭川市民文化会館の整備の方向性」
（主に建替えか，大規模改修か）を
令和４年度内に定めます。

• 令和５年度以降には，
整備の方向性をもとに
旭川市（市長部局）と協議の上，
具体的な整備に向けた取組を推進していきます。
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２　検討会のスケジュール

11月末までに計５回の開催を予定しています。

• 第１回（6月27日）　これまでの経緯と施設の現状について

• 第２回（７～８月）　 大規模改修について

• 第３回（８～９月）　 建替えについて

• 第４回（９～10月）　第１～３回の内容を踏まえ，目指すべき　
　　　　　　　　　　　　文化会館の在り方（整備の方向性）に
　　　　　　　　　　　　ついて

• 第５回（10～11月）　文化会館の在り方（整備の方向性）に
 　　　　　　　　　　　　ついての意見の取りまとめ

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 「旭川市民文化会館の

整備の方向性」決定


